
 

 

 

 

第 1２期川崎市市民文化大使が決定しました 

 

１ 第１２期川崎市市民文化大使（敬称略、５０音順）２組（新任）、１０組（再任） 

※各大使のプロフィールについては別紙リーフレットを参照 

氏名（ふりがな） 職業 就任始期 

石田 泰尚  （いしだ やすなお） ヴァイオリニスト 新任 

伊藤 多喜雄 （いとう たきお） 民謡歌手 ７期（H27～） 

鵜澤  久  （うざわ ひさ） 能楽師 ２期（H17～） 

大谷 康子  （おおたに やすこ） ヴァイオリニスト ５期（H23～） 

大矢  紀  （おおや のり） 日本画家 ８期（H29～） 

小原  孝  （おばら たかし） ピアニスト １期（H15～） 

国府 弘子  （こくぶ ひろこ） ピアニスト ４期（H21～） 

佐藤 征一郎 （さとう せいいちろう） 声楽家 １期（H15～） 

ＳＨＩＳＨＡＭＯ （ししゃも） ミュージシャン ８期（H29～） 

sumika    （すみか） ミュージシャン 新任 

パンチ 佐藤 （ぱんち さとう） スポーツタレント ５期（H23～） 

松本 利夫  （まつもと としお） 俳優 10期（R3～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 任期 

    ２年間（令和７年１２月１日から令和９年１１月３０日まで）  

 

３ 選定方法 

市民及び庁内から候補者の推薦を募集し、推薦のあった方のうち、川崎市市民文化

大使選考委員会の選考を経て、１２組を決定しました。 

 

 
川崎市市民文化局市民文化振興室 山本 

電 話 ０４４－２００－２１２２ 

令和７年１２月４日 
 

報 道 発 表 資 料 

川崎市（市民文化局） 

委嘱状交付式での集合写真 

前列左から伊藤多喜雄さん・鵜澤久さん・

福田市長・大谷康子さん・佐藤征一郎さん、

後列左から・大矢紀さん・小原孝さん・  

国府弘子さん・パンチ佐藤さん・松本利夫

さん。 

なお、石田泰尚さん・ＳＨＩＳＨＡＭＯ・

sumikaの皆さんは御欠席でした。 



＜川崎市市民文化大使について＞ 

 

１ 目的 

川崎市市民文化大使の制度は、平成１５年度に設置し、文化芸術・スポーツ等の分野で活躍

している方に、市長の代理として交流事業等への参加や、御自身の活動の中で市の広報・宣伝を

していただくことなどにより、市のイメージアップを図ることを目的としています。 

 

２ 要件 

（１）美術、音楽、工芸、映画、演劇、文学、芸能、伝統文化、民俗芸能、スポーツ等の分野に

おいて活躍し、その分野に造詣が深い方 

（２）川崎市内在住者、または、川崎市とゆかりのある方 

 

３ 職務 

（１）国内外の都市との交流事業に参加し、川崎市の紹介や広報・宣伝を行うこと。 

（２）文化講演会等に出席すること。 

（３）御自身の活動の中で、川崎市の広報・宣伝を行い、川崎市のイメージアップを図ること。 

（４）文化芸術及びスポーツ等の振興や川崎市のイメージアップに関する助言を行うこと。 

 

４ 任期 ２年（再任可） 

 

５ 活動実績 

   川崎市市民文化大使制度の目的に従い、友好都市であるオーストラリア・ウーロンゴン市、

米国・ボルチモア市、韓国・富川市、オーストリア・ザルツブルク市に市長と同行あるいは市

長の代理として訪問し、文化交流を通じて親善に努めていただいております。また、市関係の

各種行事などに出席いただいたり、市民文化大使自身の活動の中で川崎市のＰＲや広報等を行

っていただくなど、イメージアップにも貢献していただいております。 

 





（参考資料） 
 

■成田真由美氏への名誉文化大使の称号授与について 
 
・令和７年９月５日に御逝去された成田真由美氏について、日本のパラスポーツ

をけん引されるとともに、１０期２０年間の長きにわたり、川崎市市民文化大

使として本市の魅力向上に貢献されてきたことから、これまでの功績を称え、

川崎市名誉文化大使の称号を授与いたします。 
 
（参考） 
成田真由美氏プロフィール 
・パラリンピック・メダリスト 

・多摩区在住。アトランタ、シドニー、アテネ、北京、リオ、東京のパラリンピ

ック 6大会に連続出場し、合計 20 個のメダルを獲得。その輝かしい功績と不

屈のチャレンジ精神は、多くの人に勇気と感動を与える。 

 

川崎市との主な関わり 

・市民栄誉賞・市民栄誉特別賞・川崎市スポーツ賞・川崎市市民特別賞受賞。 

・川崎市市民文化大使 

・2020 年東京オリンピック・パラリンピック組織委員会理事 

・中央教育審議会委員 
 

 


